
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
六

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
六

条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九

条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九

十
号
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
告
示
を
制
定
す
る
。

十
号
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
告
示
を
制
定
す
る
。

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
を

」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
を

確
か
め
る
た
め
に
地
震
力
に
よ
っ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の

確
か
め
る
た
め
に
地
震
力
に
よ
っ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の

変
形
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
っ

変
形
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
っ

て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
（
平
成
十
四

て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
（
平
成
十
四

年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
畜
舎
等
建
築
物
を
除

年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
畜
舎
等
建
築
物
を
除

く
。
）
と
す
る
。

く
。
）
と
す
る
。

一

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒
の

一

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒
の

高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ

高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
及
び
屋
上
を
自

か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
及
び
屋
上
を
自

動
車
の
駐
車
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る

動
車
の
駐
車
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る

建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
イ
又
は
ハ
）
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
二

建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
イ
又
は
ハ
）
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
二

以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力

以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力

を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建

を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建

築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の
を
除
く
。
）

イ

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(5)

(1)

(4)

架
構
を
構
成
す
る
柱
の
相
互
の
間
隔
が
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る

架
構
を
構
成
す
る
柱
の
相
互
の
間
隔
が
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る

(1)

(1)

も
の

も
の

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の

(2)

(2)

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
標
準
せ
ん

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
標
準
せ
ん

(3)

(3)
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断
力
係
数
を
〇
・
三
以
上
と
す
る
計
算
を
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一

断
力
係
数
を
〇
・
三
以
上
と
す
る
計
算
を
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
安
全
で

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
安
全
で

あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
構
造
耐

あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
構
造
耐

力
上
主
要
な
部
分
の
う
ち
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（

力
上
主
要
な
部
分
の
う
ち
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（

厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
柱
に
あ
っ
て
は

厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
柱
に
あ
っ
て
は

、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
よ
っ
て
当
該
柱
に

、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
よ
っ
て
当
該
柱
に

生
ず
る
力
の
大
き
さ
の
値
に
そ
の
鋼
材
の
種
別
並
び
に
柱
及
び
は
り

生
ず
る
力
の
大
き
さ
の
値
に
そ
の
鋼
材
の
種
別
並
び
に
柱
及
び
は
り

の
接
合
部
の
構
造
方
法
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
係

の
接
合
部
の
構
造
方
法
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
係

数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
柱
に
生
ず
る
力
の
大
き
さ
の
値
と
し

数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
柱
に
生
ず
る
力
の
大
き
さ
の
値
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に

基
づ
き
、
角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低

基
づ
き
、
角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低

下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

水
平
力
を
負
担
す
る
筋
か
い
の
軸
部
が
降
伏
す
る
場
合
に
お
い
て

水
平
力
を
負
担
す
る
筋
か
い
の
軸
部
が
降
伏
す
る
場
合
に
お
い
て

(4)

(4)

、
当
該
筋
か
い
の
端
部
及
び
接
合
部
が
破
断
し
な
い
こ
と
が
確
か
め

、
当
該
筋
か
い
の
端
部
及
び
接
合
部
が
破
断
し
な
い
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
た
も
の

ら
れ
た
も
の

特
定
天
井
が
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号

(5)
第
三
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
、
令
第
三
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
又
は

同
告
示
第
三
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

ロ

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

ロ

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(7)

(1)

(6)

地
階
を
除
く
階
数
が
二
以
下
で
あ
る
も
の

地
階
を
除
く
階
数
が
二
以
下
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

架
構
を
構
成
す
る
柱
の
相
互
の
間
隔
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

架
構
を
構
成
す
る
柱
の
相
互
の
間
隔
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

(2)

(2)

る
も
の

る
も
の

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
（
平
家
建
て
の
も
の
に
あ

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
（
平
家
建
て
の
も
の
に
あ

(3)

(3)

っ
て
は
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
）
で
あ
る
も
の

っ
て
は
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
）
で
あ
る
も
の

イ

及
び

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

イ

及
び

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(4)

(3)

(4)

(4)

(3)

(4)

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(5)

(5)

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
若
し
く
は
は
り
又
は
こ
れ
ら

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
若
し
く
は
は
り
又
は
こ
れ
ら

(6)

(6)
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の
接
合
部
が
局
部
座
屈
、
破
断
等
に
よ
っ
て
、
又
は
構
造
耐
力
上
主

の
接
合
部
が
局
部
座
屈
、
破
断
等
に
よ
っ
て
、
又
は
構
造
耐
力
上
主

要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
脚
部
と
基
礎
と
の
接
合
部
が
ア
ン
カ
ー
ボ
ル

要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
脚
部
と
基
礎
と
の
接
合
部
が
ア
ン
カ
ー
ボ
ル

ト
の
破
断
、
基
礎
の
破
壊
等
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
耐
力
上
支

ト
の
破
断
、
基
礎
の
破
壊
等
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
耐
力
上
支

障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確

障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
も
の

か
め
ら
れ
た
も
の

イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(7)

(5)

ハ

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
。
以

ハ

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
。
以

下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ

の
規

下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ

の
規

（2）

(2)

定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
安
全
で
あ
る
と
認
定
し

定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
安
全
で
あ
る
と
認
定
し

た
構
造
の
建
築
物
又
は
そ
の
部
分

た
構
造
の
建
築
物
又
は
そ
の
部
分

二

高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁
式
ラ

二

高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁
式
ラ

ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄

ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
筋

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て

造
の
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の

、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
二
以
上
の
部
分
が

イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ

エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の

構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
部

み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も

分
の
い
ず
れ
も
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

が
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
の

及
び

に
該
当
す
る
も
の

(1)

(3)

(1)

(2)

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

前
号
イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(3)

(5)

ロ

施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ

の
規
定
に
基
づ
き
、
国

ロ

施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ

の
規
定
に
基
づ
き
、
国

(2)

(2)

土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
安
全
で
あ
る
と
認
定
し
た
構
造
の
建
築
物

土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
安
全
で
あ
る
と
認
定
し
た
構
造
の
建
築

又
は
そ
の
部
分

物
又
は
そ
の
部
分

三

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造
の
う

三

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造
の
う

ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
の
う
ち
一
以

ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
の
う
ち
一
以

上
の
構
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

上
の
構
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

以
外
の
も
の
（
次
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除

以
外
の
も
の
（
次
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）

く
。
）
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イ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

イ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
以
外
の
建

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
以
外
の
建

築
物
で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

築
物
で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(6)

(1)

(5)

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
も
の

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト

(2)

(2)

ル
以
下
で
あ
る
も
の

ル
以
下
で
あ
る
も
の

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の

(3)

(3)

鉄
骨
造
の
構
造
部
分
を
有
す
る
階
が
第
一
号
イ

、

及
び

に

鉄
骨
造
の
構
造
部
分
を
有
す
る
階
が
第
一
号
イ

、

及
び

に

(4)

(1)

(3)

(4)

(4)

(1)

(3)

(4)

適
合
す
る
も
の

適
合
す
る
も
の

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造

(5)

(5)

部
分
を
有
す
る
階
が
前
号
イ

及
び

に
適
合
す
る
も
の

部
分
を
有
す
る
階
が
前
号
イ
に
適
合
す
る
も
の

(1)

(2)

第
一
号
イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(6)

(5)

ロ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

ロ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て

、
当
該
建
築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ

、
当
該
建
築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ

(1)

(7)

(1)

(6)

か
に
該
当
す
る
も
の

か
に
該
当
す
る
も
の

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト

(1)

(1)

ル
以
下
で
あ
る
木
造
の
も
の

ル
以
下
で
あ
る
木
造
の
も
の

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
組
積
造
又
は
補
強
コ
ン
ク
リ

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
組
積
造
又
は
補
強
コ
ン
ク
リ

(2)

(2)

ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
も
の

ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
も
の

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び

(3)

(3)

軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
も
の
で
あ
っ
て
、

軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
も
の
で
あ
っ
て
、

第
一
号
イ

か
ら

ま
で
若
し
く
は
ロ

か
ら

ま
で
又
は
ハ
の
い

第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
も
の
及

(1)

(4)

(1)

(6)

ず
れ
か
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
も
の
及
び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車
そ

び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き

の
他
こ
れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る
も
の
に
あ

な
用
途
に
供
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
号
イ
又
は
ハ
）
に
該
当
す

っ
て
は
、
同
号
イ

か
ら

ま
で
又
は
ハ
）
に
該
当
す
る
も
の

る
も
の

(1)

(4)

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁

(4)

(4)

式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋

及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
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あ
っ
て
、
前
号
イ

及
び

又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

あ
っ
て
、
前
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(2)

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ

(5)

(5)

て
、
次
号
イ

か
ら

ま
で
又
は
次
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す

て
、
次
号
イ

か
ら

ま
で
又
は
次
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す

(1)

(9)

(1)

(4)

(1)

(9)

(1)

(4)

る
も
の

る
も
の

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造

(6)

(6)

の
う
ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
の
う

の
う
ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
の
う

ち
一
以
上
の
構
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ

ち
一
以
上
の
構
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
イ

か
ら

ま
で

ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
イ

か
ら

ま
で

(1)

(5)

(1)

(5)

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

第
一
号
イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(7)

(5)

四

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て

四

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て

、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
前

、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
前

号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

イ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
以
外
の
建

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
以
外
の
建

築
物
で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

築
物
で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(10)

(1)

(9)

次
の

又
は

に
該
当
す
る
も
の

(1)

（i）

（ii）

地
階
を
除
く
階
数
が
二
又
は
三
で
あ
り
、
か
つ
、
一
階
部
分

次
の

又
は

に
該
当
す
る
も
の

（i）

(1)

（i）

（ii）

を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
、
二
階
以
上
の
部
分
を
木
造
と

地
階
を
除
く
階
数
が
二
又
は
三
で
あ
り
、
か
つ
、
一
階
部
分
を

（i）

し
た
も
の

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
、
二
階
以
上
の
部
分
を
木
造
と
し
た

地
階
を
除
く
階
数
が
三
で
あ
り
、
か
つ
、
一
階
及
び
二
階
部

も
の

（ii）
分
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
、
三
階
部
分
を
木
造
と
し
た

地
階
を
除
く
階
数
が
三
で
あ
り
、
か
つ
、
一
階
及
び
二
階
部
分

（ii）

も
の

を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
、
三
階
部
分
を
木
造
と
し
た
も
の

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト

(2)

(2)

ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

ル
以
下
で
あ
る
も
の

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の

(3)

(3)

地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
二
に
適
合
す
る
こ
と

地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
二
に
適
合
す
る
こ
と
が

(4)

(4)

が
確
か
め
ら
れ
た
も
の

確
か
め
ら
れ
た
も
の

に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
地
階
を
除
く
階
数
が
三
で
あ
る

に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
地
階
を
除
く
階
数
が
三
で
あ
る
も

(5)

(1)
（i）

(5)

(1)
（i）
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も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
階
及
び
三
階
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十

の
に
あ
っ
て
は
、
二
階
及
び
三
階
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条

二
条
の
六
第
二
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
。

の
六
第
二
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
。
こ
の
場

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
「
当
該
建
築
物
」
と
あ
る
の
は

合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
「
当
該
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
階

、
「
二
階
及
び
三
階
部
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

及
び
三
階
部
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
階
及
び
二
階
部
分
に

に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
階
及
び
二
階
部
分
に
つ

(6)

(1)
（ii）

(6)

(1)
（ii）

つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
が
確

い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め

か
め
ら
れ
た
も
の
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
「
当
該
建

ら
れ
た
も
の
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
「
当
該
建
築
物
」

築
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
階
及
び
二
階
部
分
」
と
読
み
替
え
る

と
あ
る
の
は
、
「
一
階
及
び
二
階
部
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

も
の
と
す
る
。

る
。

地
上
部
分
に
つ
い
て
、
各
階
の
偏
心
率
が
令
第
八
十
二
条
の
六

地
上
部
分
に
つ
い
て
、
各
階
の
偏
心
率
が
令
第
八
十
二
条
の
六
第

(7)

(7)

第
二
号
ロ
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の

二
号
ロ
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五
年

(8)

(8)

年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
三
第
一
号
に
定
め
る
構
造

建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
三
第
一
号
に
定
め
る
構
造
計
算

計
算
を
行
っ
た
も
の

を
行
っ
た
も
の

木
造
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第

木
造
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千

(9)

(9)

千
七
百
九
十
一
号
第
一
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
っ
た
も
の

七
百
九
十
一
号
第
一
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
っ
た
も
の

第
一
号
イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(10)

(5)

ロ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

ロ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
以
外
の
建

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
以
外
の
建

築
物
で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

築
物
で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(5)

(1)

(4)

地
階
を
除
く
階
数
が
二
で
あ
り
、
か
つ
、
一
階
部
分
を
鉄
筋
コ
ン

地
階
を
除
く
階
数
が
二
で
あ
り
、
か
つ
、
一
階
部
分
を
鉄
筋
コ
ン

(1)

(1)

ク
リ
ー
ト
造
と
し
、
二
階
部
分
を
木
造
と
し
た
も
の

ク
リ
ー
ト
造
と
し
、
二
階
部
分
を
木
造
と
し
た
も
の

イ

、

及
び

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

イ

、

及
び

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(2)

(2)

(4)

(7)

(9)

(2)

（2）

（4）

（7）

（9）

延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の

延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の

(3)

(3)

二
階
部
分
の
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い

二
階
部
分
の
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い

(4)

(4)

て
、
標
準
せ
ん
断
力
係
数
を
〇
・
三
以
上
（
同
項
た
だ
し
書
の
区
域

て
、
標
準
せ
ん
断
力
係
数
を
〇
・
三
以
上
（
同
項
た
だ
し
書
の
区
域

内
に
お
け
る
木
造
の
も
の
（
令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

内
に
お
け
る
木
造
の
も
の
（
令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
四
五
以

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
四
五
以

上
）
と
す
る
計
算
を
し
、
当
該
地
震
力
に
よ
っ
て
令
第
八
十
二
条
第

上
）
と
す
る
計
算
を
し
、
当
該
地
震
力
に
よ
っ
て
令
第
八
十
二
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
安
全

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
安
全
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で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
特
別
な
調
査
若
し
く
は
研

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
特
別
な
調
査
若
し
く
は
研

究
の
結
果
に
基
づ
き
当
該
建
築
物
の
振
動
特
性
を
適
切
に
考
慮
し
、

究
の
結
果
に
基
づ
き
当
該
建
築
物
の
振
動
特
性
を
適
切
に
考
慮
し
、

安
全
上
支
障
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の

安
全
上
支
障
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の

第
一
号
イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(5)

(5)

ハ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

ハ

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て

、
当
該
建
築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ

、
当
該
建
築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ

(1)

(4)

(1)

(3)

か
に
該
当
す
る
も
の

か
に
該
当
す
る
も
の

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト

(1)

(1)

ル
以
下
で
あ
る
木
造
の
も
の

ル
以
下
で
あ
る
木
造
の
も
の

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁

(2)

(2)

式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
の
も
の
で
あ
っ
て
、

及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
の
も
の
で
あ
っ
て
、

第
二
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

第
二
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ

(3)

(3)

て
、
イ

か
ら

ま
で
又
は
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

て
、
イ

か
ら

ま
で
又
は
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(9)

(1)

(4)

(1)

(9)

(1)

(4)

第
一
号
イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(4)

(5)

五

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ
レ
ー

五

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ
レ
ー

ト
版
を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
た
部
分

ト
版
を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
た
部
分

以
外
の
部
分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ
に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版

以
外
の
部
分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ
に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
以
外
の
も
の
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン

る
も
の
以
外
の
も
の
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン

ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建

ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建

築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
部
分
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
た

築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
部
分
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
た

部
分
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
も
が
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い

部
分
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
も
が
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル

イ

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル

以
下
で
あ
る
木
造
の
も
の

以
下
で
あ
る
木
造
の
も
の

ロ

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
組
積
造
又
は
補
強
コ
ン
ク
リ
ー

ロ

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
組
積
造
又
は
補
強
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
も
の

ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
も
の
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ハ

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒

ハ

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒

の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一

の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一

号
イ
又
は
ロ
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
も
の
及
び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車

号
イ
又
は
ロ
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
も
の
及
び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る
も
の
に
あ

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る
も
の
に
あ

っ
て
は
、
イ
）
に
該
当
す
る
も
の

っ
て
は
、
イ
）
に
該
当
す
る
も
の

ニ

高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁
式

ニ

高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁
式

ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び

ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

リ
ー
ト
造
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

第
二
号
イ
に
該
当
す
る
も
の

第
二
号
イ
に
該
当
す
る
も
の

ホ

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造
の

ホ

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造
の

う
ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
の
う
ち
一

う
ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
の
う
ち
一

以
上
の
構
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

以
上
の
構
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
と
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
三
号
イ

か
ら

ま
で
に

ー
ト
造
と
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
三
号
イ

か
ら

ま
で
に

(1)

(5)

(1)

(5)

該
当
す
る
も
の

該
当
す
る
も
の

ヘ

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て

ヘ

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て

、
前
号
イ

か
ら

ま
で
又
は
前
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も

、
前
号
イ

か
ら

ま
で
又
は
前
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も

(1)

(9)

(1)

(4)

(1)

(9)

(1)

(4)

の

の

ト

第
一
号
イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(5)

六

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
軽
量
気
泡
コ
ン

六

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
軽
量
気
泡
コ
ン

ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー

ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー

ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
部
分
以
外
の
部
分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ

ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
部
分
以
外
の
部
分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ

に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
前
号
イ
若
し
く
は

に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
前
号
イ
若
し
く
は

ハ
又
は
ホ
（
木
造
と
鉄
骨
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該

ハ
又
は
ホ
（
木
造
と
鉄
骨
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該

当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ

当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ

イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い

イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い

る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の
イ
又
は

る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の
イ
又
は

ロ
に
該
当
す
る
建
築
物
を
除
く
。
）

ロ
に
該
当
す
る
建
築
物
を
除
く
。
）

イ

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
軽
量

イ

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
軽
量

気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
部
分
以
外
の
部
分
が
前
号
イ
若

気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
部
分
以
外
の
部
分
が
前
号
イ
若
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し
く
は
ハ
又
は
ホ
（
木
造
と
鉄
骨
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
に
限
る

し
く
は
ハ
又
は
ホ
（
木
造
と
鉄
骨
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
に
限
る

。
）
に
該
当
す
る
も
の

。
）
に
該
当
す
る
も
の

ロ

前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ロ

前
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

七

屋
根
版
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
屋
根
版
以

七

屋
根
版
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
屋
根
版
以

外
の
部
分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ
に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版
を

外
の
部
分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ
に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
第
五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
以
外
の
も
の
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン

る
も
の
以
外
の
も
の
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン

ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建

ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建

築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
部
分
（
屋
根
版
以
外
の
部
分
に
限
る
。

築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
部
分
（
屋
根
版
以
外
の
部
分
に
限
る
。

）
の
い
ず
れ
も
が
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築

）
の
い
ず
れ
も
が
第
五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築

物
を
除
く
。
）

物
を
除
く
。
）

八

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
に
規
定
す
る
骨
組
膜

八

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
に
規
定
す
る
骨
組
膜

構
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も

構
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も

の
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

の
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、

に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、

当
該
建
築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
建
築
物

当
該
建
築
物
の
部
分
の
い
ず
れ
も
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
建
築
物

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

イ

次
の

及
び

に
該
当
す
る
も
の

イ

次
の

及
び

に
該
当
す
る
も
の

(1)

(2)

(1)

(2)

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
第
一
第
二
項
第

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
第
一
第
二
項
第

(1)

(1)

一
号
ロ

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
構
造
方
法
に
該
当
す
る
も
の

一
号
ロ

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
構
造
方
法
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(3)

(1)

(3)

骨
組
の
構
造
が
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

骨
組
の
構
造
が
第
五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

(2)

(2)

も
の

も
の

ロ

次
の

及
び

に
該
当
す
る
も
の

(1)

(2)

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
第
五
第
一
項
各

ロ

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
第
五
第
一
項
各
号

(1)
号
及
び
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
第
四
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す

及
び
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
第
四
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
構

る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら

造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も

れ
た
も
の

の

第
一
号
イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(2)

(5)


